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「三重県環境基本計画」の進捗状況
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環境基本計画の概要： 2030年度のめざすべき姿

１

「スマート（SMART）社会みえ」の実現
（環境、経済、社会の統合的向上が図られた持続可能な社会）



【令和７年度年次報告書（三重県サステナビリティレポート）の構成】

【総説】
・サスレポの位置づけ等
・環境を取り巻く情勢
・三重県の動向
・環境施策の概要（方向性等）
（１）三重県環境基本条例
（２）三重県環境基本計画

【三重県環境基本計画の各施策の取組】

1. 低炭素社会の構築
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

2. 循環型社会の構築
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

3. 自然共生社会の構築
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

4. 生活環境保全の確保
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

5. 共通基盤施策
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

【参考資料】
・マネジメント指標

【コラム】
・具体的な取組事例等を記載

２

「三重県サステナビリティレポート」の構成



コラム案
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令和６年度の主な取組
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令和7年8月４日

環境生活部 環境共生局 資源循環推進課

プラスチック資源循環に係る

三重県の取組

資料１－３



三重県循環型社会形成推進計画
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2

○ 製品プラスチック → 多くが焼却

出展：津市ごみ分別ガイドブック

○ 容器包装プラスチック → 多くが県外でリサイクル

事業系プラスチック
○ 単一素材 → 売却されリサイクル
○ 混合 → 焼却、RPF、埋立

市町のプラスチック処理

資源となるプラの県外流出

再生可能なプラの焼却
（CO2排出の要因）

消費

排出

収集

再生

製造

県内の現状は

プラスチックの資源循環に向けた課題




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製品

廃プラスチック
再生
素材

製造業・
再生材利用事業者

マッチングシステム

排出事業者

登録 検索

登録 検索

登録

検索

リサイクラー



使用済み食品トレイのトレイtoトレイモデル事業

4
出所）DIC㈱ホームページ

（https://www.dic-global.com/ja/news/2022/ir/20220802165225.html)

Ｒ６



使用済み食品トレイのトレイtoトレイモデル事業

5

Ｒ６

 事業実施期間及び実施場所

実施期間:令和６年11月８日（金）から12月15日（日）まで

実施場所:四日市市及び亀山市のマックスバリュ各店舗

食品トレイの
水平リサイクル

スーパー店頭の
分別回収

展開検査、
異物の除去

トレイtoトレイ

食品トレーの洗浄・乾燥

 事業の目的
プラスチックの循環的利用を促進するため、県民の皆さまの生活に身近な「食品トレイ」について、市町、事業者と連携し、使用済み
食品トレイを再び食品トレイに水平リサイクルするモデル事業を実施し、高品質かつ効率的な回収方法について調査検討。

 主なアンケート結果
３種類のトレイ分別について ⇒ 88％が「問題ない」と回答
店頭回収に協力いただいた理由 ⇒ １位（65％）「ポイントが貰えたから」
（複数回答可） ２位（63％）「家庭内のごみを減らしたい」

３位（52％）「リサイクルを意識している」
食品トレーの回収が来店の後押しとなるか ⇒ 47％が「おおいになる」、

39％が「少しはなる」と回答

総回収量異物透明色発泡白発泡

1,645.1192.1529.7446.6476.7

 モデル事業期間における回収量（kg）

モデル事業前から
６％増加と推計

３種の回収ボックス



使用済み食品トレイのトレイtoトレイモデル事業
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ウォーターサーバーの設置

三重県庁プラスチックスマートアクションの推進
職員によるマイバッグ・マイボトル運動など

ウォーターサーバーについて

県庁厚生棟地下１階に設置

ウォーターサーバーを活用し
マイバッグ・マイボトル運動も促進

マイボトルの利用を県民や事業者に広く呼びかけ、ワンウェイプラスチックを削減する
⇒給水スポットとしてウォーターサーバーを県庁内・地域庁舎等に設置

ワンウェイプラスチックの削減

Ｒ４～

7

ゼロ助

500mLペットボトル約4万本分相当の
プラスチックを削減できたゼロ!

500mLペットボトル約4万本分相当の
プラスチックを削減できたゼロ!

マイボトルを
使ってね！

県庁・地域庁舎
３か所・県警本部
に設置してるゼロ

県庁・地域庁舎
３か所・県警本部
に設置してるゼロ



設備機器研究開発区分
① 県内の産業廃棄物排出事業者
② 県内の産業廃棄物処理業者
③ 県内のリサイクラー

① 県内の産業廃棄物排出事業者
② 県内の産業廃棄物処理業者
③ 県内のリサイクラー

対象者

【補助対象者①の場合】
1. 自ら排出する産業廃棄物の発生抑制・循環的な利用・減量化のための設備機
器の設置

2. 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための設備機器の設置等
3. 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための設備機器の設置等

【補助対象者②の場合】
1. 産業廃棄物を高度な循環的な利用を行うための設備機器の設置
2. 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための設備機器の設置等
3. 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための設備機器の設置等
4. 産業廃棄物処理施設に対する理解の促進を目的とした設備機器の設置および
環境整備（※ただし、優良産廃処理業者認定制度における優良認定事業者に
限る）

【補助対象者③の場合】
1. 循環資源または産業廃棄物由来の再生材料を活用した高度な循環的な利用を
行うための設備機器の設置

【補助対象者①の場合】
1. 自ら排出する産業廃棄物の発生抑制、循環的な利用、減量化
の研究・技術開発及び産業廃棄物を使った商品開発

2. 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための研究・技
術開発

3. 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための研究・
技術開発

4. 上記の事業化に向けた導入可能性調査

【補助対象者②の場合】
1. 高度な循環的な利用を行うための研究、技術開発
2. 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための研究・技
術開発

3. 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための研究・
技術開発

4. 上記の事業化に向けた導入可能性調査

【補助対象者③の場合】
1. 循環資源または産業廃棄物由来の再生材料を活用した高度な
循環的利用を行うための研究・技術開発

2. 上記の事業化に向けた導入可能性調査

対象経費

【補助対象者①の場合】
中小企業 ：補助対象額の1/2以内
大 企業 ：補助対象額の1/4以内（高度な循環的な利用は 1/3以内）

【補助対象者②の場合】
補助対象額の 1/3以内

【補助対象者③の場合】
補助対象額の 1/3以内

【補助対象者①の場合】
中小企業 ：補助対象額の 2/3以内
大 企業 ：補助対象額の 1/2以内

【補助対象者②の場合】
補助対象額の 1/3以内

【補助対象者③の場合】
補助対象額の 1/3以内

補助率

【上限５千万円、下限 100万円】【上限２千万円、下限 100万円】補助額 8



災害廃棄物処理体制の強化

資料１－４

令和７年8月4日
環境生活部 環境共生局 資源循環推進課



災害廃棄物処理体制の強化

【現状】
・南海トラフ地震発生の発生確率が高い
状況に直面
（R6.1：能登半島地震，R6.８：南海トラフ地震臨時情報）

1

・三重県災害廃棄物処理計画

（2015年3月策定、2020年3月改定）

【三重県の取組】

・災害廃棄物の処理体制の整備

県、市町、協定締結民間事業者等、関係機関の連携強化

・災害廃棄物処理を担う人材の育成

図上演習や実地訓練を実施し、県や市町職員から

災害廃棄物処理に精通した人材を育成

三重県 環境共生局 資源循環推進課

南海トラフ地震発生時の震度分布



令和６年度能登半島地震への支援

【災害人的支援】

・災害廃棄物中部ブロック協議会

広域連携計画に基づく人的支援

（公費解体+浄化槽復旧支援業務）

・８市６町 のべ51名

2

【災害廃棄物の受入】
・災害廃棄物中部ブロック広域連携計画に基づき、

輪島市及び珠洲市の災害廃棄物を受入

桑名広域清掃事業組合（R6.9～）

亀山市 （R6.10～）

・令和７年5月末時点で約780ｔを受入

三重県 環境共生局 資源循環推進課

菰野町：１名松阪市 ：１名いなべ市：７名

多気町：１名伊勢市 ：１名四日市市：２名

南伊勢町：16名志摩市 ：２名鈴鹿市 ：６名

紀宝町：２名木曽岬町：２名亀山市 ：１名

東員町 ：１名津市 ：８名

環境大臣から感謝状が贈呈 （R7.6.25）

市町の人的支援

亀山市における災害廃棄物の受け入れ状況



災害廃棄物の処理体制の整備

・三重県災害廃棄物処理計画
東日本大震災や紀伊半島大水害から得られた知見や経験をふまえ、

実効性が高く、災害廃棄物処理が円滑に進むよう計画を策定

・市町災害廃棄物処理計画
平成29年度までに県内全ての市町が市町災害廃棄物処理計画を策定

・災害廃棄物処理連絡会
県、市町や協定締結団体等の各主体間の情報共有

と信頼関係の醸成を実施

3

三重県 環境共生局 資源循環推進課

災害廃棄物処理連絡会議



支援内容締結日協定者名協定名

ごみ、し尿H16.10.29
各市町、広域連合、一部
事務組合

三重県災害等廃棄物処理応援協定書

ごみH16.4.28
一般社団法人三重県産業
廃棄物協

災害時におけるがれき等の廃棄物の
処理に関する応援協定書

ごみH16.10.15
一般財団法人三重県環境
保全事業団

災害時におけるがれき等の廃棄物の
処理に関する応援協定書

し尿H16.３.30
三重県環境整備事業協同
組合

災害時における一般廃棄物の処理等
に関する無償救援協定書

ごみH26.３.３
一般社団法人三重県清掃
事業連合会

災害時におけるがれき等の廃棄物の
処理に関する応援協定書

ごみH27.８.28
太平洋セメント株式会社、
いなべ市

循環型社会の形成の推進に関する協
定書

災害廃棄物処理関係の協定

・大規模災害時には、市町単独での廃棄物処理が困難な場合も想定されるため、
市町、民間事業者等との災害廃棄物処理に関する応援協定を締結

三重県 環境共生局 資源循環推進課



災害廃棄物処理に精通した人材の育成

・人材養成講座（H28～）

5

県市町職員、民間事業者団体等を対象に、セミナー、研修会及び図上訓練を実施

【セミナー】

過去の災害で災害廃棄物処理を担当した自治体職員等による災害廃棄物処理に

係る対応方法、最新情報、ノウハウ等を紹介

【研修会】

迅速な災害廃棄物処理のため、仮置場の設置・運営や公費解体等に関する

研修会を実施。

【図上演習】

実施発災時の対応力向上に向け、県計画や業務手順書、関係機関との協定が

機能するよう、発災から２～３週間後を想定した図上演習を実施

三重県 環境共生局 資源循環推進課



・実地訓練（R5～）
県、市町職員、協定締結団体を対象に仮置場の設置・運営に係る実地訓練を実施

6グループワーク 実地訓練

災害廃棄物処理に精通した人材の育成
三重県 環境共生局 資源循環推進課



7

災害廃棄物処理人材養成講座者受講者数（R6年度末）

人材養成講座受講者
市町等

修了者

16桑名市

25いなべ市

25東員町

11木曽岬町

419四日市市

03菰野町

13朝日町

13川越町

421鈴鹿市

07亀山市

27津市

413松阪市

県と市町等の人材養成講座の受講者数は256名、
その中で全てのカリキュラムを受講している修了者数は73名

必要なカリキュラムの受講を促進し、災害廃棄物処理に対応できる
人材を増やす必要がある。

目標
78名

人材養成講座受講者
市町等

修了者

02多気町

22明和町

35大台町

05大紀町

210伊勢市

07鳥羽市

011志摩市

02玉城町

03度会町

08南伊勢町

06伊賀市

110名張市

人材養成講座受講者
市町等

修了者

07尾鷲市

18紀北町

03熊野市

13御浜町

02紀宝町

01
朝日町、川越町組合立
環境クリーンセンター

01香肌奥伊勢資源化広域連合

17鳥羽志勢広域連合

03伊賀南部環境衛生組合

3157三重県

73256計

三重県 環境共生局 資源循環推進課



令和７年度の訓練の予定

8

災害廃棄物処理の基本と災害を経験した有識者及
び自治体職員の体験談等を紹介

津市第１回
セミナー

6/27

公費解体に係る実務のグループワークを実施津市第２回
セミナー

8/26

災害廃棄物の発生量推計、処理計画、仮置場に係
る講義、図上演習及び実地訓練の説明

Web事前研修11月

被災市町、応援市町、県、協定締結団体のグルー
プに分かれ、南海トラフ地震を想定し、発災直後
から志摩市の一次仮置場のレイアウト作成までの
演習

津市図上演習12月

志摩市の一次仮置場候補地で、図上演習で決めた
レイアウトをもとに、実際の廃棄物を災害時の片
づけごみと想定し、仮置場の設置・運営の訓練を
実施

志摩市実地訓練1/21

図上演習及び実地訓練の結果を踏まえグループ
ワークを実施

津市事後研修2月

三重県 環境共生局 資源循環推進課



令和７年８月４日(月)

環境生活部 環境共生局
廃棄物監視･指導課

三重県における不法投棄等対策

資料１－５



県内における産業廃棄物の不法投棄等の現状県内における産業廃棄物の不法投棄等の現状

建設系廃棄物の占める割合は、最近５年間で件数で約65%、量は約85%

1



・ 監視カメラは不法投棄等不適正処理への抑止効果や
情報収集能力が高いことから、積極的にこれを活用

・ 現在運用中のものは、100メートル程度の遠方から撮影が
可能であり、かつ県庁の執務室からの遠隔操作が可能

不法投棄等の未然防止・早期発見の取組（監視カメラ）不法投棄等の未然防止・早期発見の取組（監視カメラ）

監視カメラによる監視例

監視対象付近の山林にカメラを設置し、
県庁の執務室から監視

投棄車両をズームアップし、行為を撮影、
車両ナンバー等を確認

2



不法投棄等の未然防止・早期発見の取組（ドローンの活用）不法投棄等の未然防止・早期発見の取組（ドローンの活用）

3



・ 県では、これまでも多様な主体との連携による監視活動を行う
ため、“廃棄物ダイヤル110番”、“廃棄物メール110番”等の通報
窓口を設置し、通報体制の充実に取り組んできたところ

・ 令和４年度には、位置情報や写真を添付したうえで現場からの
通報を可能とした“廃棄物スマホ110番”を導入

不法投棄等の未然防止・早期発見の取組
（通報体制の充実化）

不法投棄等の未然防止・早期発見の取組
（通報体制の充実化）

“廃棄物スマホ110番”による通報画面 4



・ 解体工事には廃棄物処理法のほか建設業法をはじめとする
様々な法令による規制がなされている

・ 建設系廃棄物の適正処理を促進するうえでも、
解体工事の発注段階から解体後の廃棄物処理
までの一連の工程において、各法令が遵守
されることが必要

建設系廃棄物対策（解体工事に係る連絡調整会議の設置）建設系廃棄物対策（解体工事に係る連絡調整会議の設置）

関係部局や業界団体と連携した取組が重要

解体工事に係る連絡調整会議を設置
（令和３年10月に第１回会議を開催）

5

（一社）三重県産業廃棄物協会 （一社）三重県建設業協会
（一社）三重県解体工事業協会 （公社）三重県宅地建物取引業協会

三重労働局 労働基準部健康安全課
三重県 県土整備部 建設業課 、建築開発課 、技術管理課

環境生活部 大気・水環境課 廃棄物対策局 廃棄物監視・指導課

参加機関・団体



 新型コロナウイルス感染症対策として、県ホーム
ページで動画を配信（令和６年２月から配信中）

 会場で受講される場合は、継続学習制度（CPDS、
CPD）の対象とすることで、事業者へのインセン
ティブを付与

建設系廃棄物対策（建設系廃棄物適正処理セミナー）建設系廃棄物対策（建設系廃棄物適正処理セミナー）

・ 令和２年度から毎年度開催
（令和６年度は令和７年１月18日、１月30日、２月７日に開催）

・ 解体工事に関係する法令の規定を解説

プ
ロ
グ
ラ
ム

①三重県における不法投棄の現状と廃棄物処理法違反事例について
［環境生活部 環境共生局 廃棄物監視・指導課］

②建設リサイクル法について ［県土整備部 技術管理課］
③フロン排出抑制法について ［環境生活部 地球温暖化対策課］
④アスベスト規制の概要について ［環境生活部 大気・水環境課］

⑤廃棄物処理法違反の検挙事例について ［警察本部 生活安全部 生活環境課］
※動画視聴のプログラムは①から④のみとなります。
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・解体工事の受注から工事の完了までを一連のストーリー
・図やイラストを用いてマンガ形式で紹介
・産業廃棄物の処理には、解体工事の元請業者と下請業者

で行うべきことが異なるため、それぞれの立場に立った
冊子（元請編、下請・収集運搬業者編）を作成・配布

建設系廃棄物対策（法令周知マンガ）建設系廃棄物対策（法令周知マンガ）

7

関係団体会員を対象にアンケート調査を実施

関係法令の規定が分かりづらいとの声

工事関係者に関係法令の規定を簡単に理解いた
だけるような手引きを作成してはどうか､との意見

マンガ形式の法令周知用資料を作成
→ 令和５年３月にリリース

解体工事に係る連絡調整会議

マンガ冊子の内容



資料１－６

令和７年８月４日
農林水産部 森林・林業経営課



＜J-クレジット制度の概要＞

HP資料「Ｊ－クレジット制度について～森林管理プロジェクトを中心に～」から抜粋
（URL:https://japancredit.go.jp/data/）

• 国内の多様な主体によるカー
ボンニュートラルの取組を推
進していくための仕組みとし
て平成25年(2013)から開始

• 森林経営活動による二酸化炭
素吸収量や太陽光発電施設の
設置などによる二酸化炭素排
出量の削減量を定量化

• 取引可能な形態（クレジッ
ト）として国が認証

• 森林の二酸化炭素吸収機能に
新たな価値を生み出し、森林
整備の促進や企業活動による
森林の活用促進の可能性を広
げる制度として期待が高まる

1



＜J-クレジット創出までの流れ＞

2



モデル

3



4

＜対象地＞



＜県行造林における森林由来J-クレジット概要＞

5



＜今後の取組＞

•

•

6



「きれいで豊かな海」の実現に向けた
取組について

資料１－７

令和７年8月4日
環境生活部 環境共生局 大気・水環境課



「きれいで豊かな海」の実現に向けた取組について

 目的：「きれいで豊かな海」の実現
良好な水質と生物生産性・生物多様性とが調和・両立した「きれいで豊かな海」の実現

 現状と課題
• 第9次水質総量削減計画に基づく取組を実施中 ・海域の水質は概ね良好な状態（下図参照）

• 近年、栄養塩類減少等による水産資源等の生産性の低下が懸念されている
• 赤潮は減少傾向にあるが、貧酸素水塊については拡大傾向
• 底層DOが環境基準に追加され、現在その評価方法等について国で検討中
• 国においては、中央環境審議会にて第10次計画に向けた総量削減の在り方について審議中
• 県議会においては、全国豊かな海づくり大会の開催を契機として、

「豊かで美しい三重の海づくり調査特別委員会」が設置され、調査等が進められているところ

1図 三重県における環境基準の達成状況



めざすべき海の姿（イメージ）

2

多い

過多
適度

栄養塩類（窒素・りん）
少ない

* 生息場・栄養塩不足による生物生産生の低下

生物生息場
（干潟・藻場）

「きれいさ」と「豊かさ」の両立 ※ 本図はあくまでイメージあり、
以下のような様々な要因が複合的・
相互的に影響し合っていると考えら
れる。

• 生態系バランス
• 生物生息場（藻場・干潟等）
• 栄養塩類 ・陸域負荷
• 内部生産 ・海水温
• 海流 ・外海水
• 赤潮 ・貧酸素水塊/DO
• 底泥からの溶出
• 難分解性有機物 ・漁業活動 etc. 

栄養塩（N, P）

* 富栄養化による環境の悪化
・赤潮
・貧酸素水塊

植物プランクトン

栄養塩類

（イメージ）
再生されたアマモ場（御殿場海岸）

大型魚類

中型魚類

動物プランクトン

植物プランクトン

栄養塩類

小型魚類

生物生息場（干潟・藻場）

栄養塩類

大型魚類

小型魚類

動物プランクトン

植物プランクトン

中型魚類

大型魚類

小型魚類

動物プランクトン

中型魚類



第９次水質総量削減計画に基づく主な取組の概要

 第９次水質総量削減計画の策定
環境基準の達成と生物生産性・生物多様性とが調和・両立した「きれいで豊かな海（伊勢湾）」の実現を目指し、
第９次水質総量削減計画（三重県）を策定（令和４年10月） ⇦「三重県環境基本計画」（令和2年3月）

 第９次水質総量削減計画の概要および計画に基づく主な取組

（１）総量規制基準の改定（下水道業の窒素・りんの基準値（C 値）の見直し）

（２）下水処理場の栄養塩類管理運転の試行とその効果の検証

（３）調査研究の推進と科学的知見の集積・活用

（４）藻場・干潟・浅場の保全・再生等の推進

（５）その他（生活排水処理対策等）

3

「きれいな海」だけではなく、「豊かな海」、すなわち
生物多様性・生物生産性の観点から、関係部局との連携を
通じて、総合的な水環境の改善をめざす

【これまで：きれいな海】 【これから：きれいで豊かな海】

干潟・浅場造成 稚貝移植耕うん 害敵生物駆除

環境生活部

農林水産部県土整備部

国・地方
自治体

県民
・事業者・NPO

教育・研究
機関

きれいで豊かな
伊勢湾の実現

COD 等を主指標として、
「きれいな海」をめざしてきた



国の基準値の上限

第９次水質総量削減計画に基づく主な取組 （１）総量規制基準の改定

（１）総量規制基準の改定（令和4年11月～）

下水処理場の栄養塩類管理運転がより柔軟に実施できるよう、下水道業の基準値（C 値）を、国が定めた基準値の
範囲の上限となるよう見直し
（参考） 許容される汚濁負荷量： L（総量 [kg/day] ） ＝ C（濃度 [mg/L] ）× Q （排水量 [m3/day] ）× 10-3

4

【令和5年度負荷量実績】
COD :  21.6 ton/日 窒素 :  20.6 ton/日 りん :  1.53 ton/日

図 下水道業の基準値の見直し
（例：高度処理施設を有する下水処理場）

図 汚濁負荷量の実績値および削減目標量
（第9次については目標量）

改定後
（第9次）

国の基準値の上限

改定後
（第9次）

国の基準値の上限



第９次水質総量削減計画に基づく主な取組 （２）下水処理場の栄養塩類管理運転

（２）下水処理場の栄養塩類管理運転の試行とその効果の検証
現在（R7年度時点）、県土整備部が所管する下水処理場（6ヶ所）にて、栄養塩類管理の試行等を実施
（R3年度から一部の処理場でりんの管理運転の試行を開始；その後、他の処理場に展開しつつ、窒素についても試行を開始）

5

図 下水処理場における栄養塩類管理運転の試行状況等

① 窒素の管理運転
・無酸素層への循環量を管理することにより、窒素濃度をコントロール
・循環量を減らすことで窒素除去を抑制

②リンの管理運転
・凝集剤（PAC）の注入量を管理することにより、リン濃度をコントロール
・凝集剤の注入量を低減させることで、リン除去を抑制

N2

排水
（汚水）

流入 放流
（処理水）

【処理プロセス（イメージ）】

PAC

今後、流域下水処理場における栄養塩類管理運転の試行結果をふまえた横展開の検討が必要



第９次水質総量削減計画に基づく主な取組 （３）調査研究の推進

（３）調査研究の推進と科学的知見の集積・活用

① 栄養塩類管理運転の効果検証（令和4年度～）
• 南部浄化センター、宮川浄化センター周辺海域で、水質、植物・動物プランクトン等に関する調査を実施

② シミュレーション解析
• 令和4、5年度の水質等の現況再現、管理運転の効果検証を実施
⇨今後の計画：実際より高濃度で排水した場合の効果検証（予測）に取り組む予定

6

図 下水処理場における栄養塩類管理運転の試行状況等（PO4-P（リン酸態リン）のコンター図）
（出典）令和４年度調査結果から抜粋、地図出典：地理院地図Vector

南部浄化センター
令和4年11月28日

★ 浄化センターの放水口
● 調査測点

青色ほど高濃度

宮川浄化センター
令和5年1月13日

南部浄化
センター

宮川浄化
センター



【伊勢湾再生連携研究事業】
環境生活部、農林水産部、保健環境研究所、
水産研究所、三重大学、四日市大学で
共同研究を実施（H24年度～）

〇研究内容
過去からの調査データの解析と現場調査により、

・貧酸素水塊の発生メカニズム
・良好な水環境と湾内の生物生産と生物多様性を

維持するための栄養塩類

に関する調査研究等を実施

〇主な結果
• 近年の貧酸素水塊の発生は、湾底層等からの

栄養塩を利用し再生産された植物プランクトン
の分解による影響を受けている

• 貧栄養化の傾向がみられる伊勢湾では、
植物プランクトンの小型化が進行している

図 伊勢湾内における年代別貧酸素水塊の範囲（7- 9月期）
（出典）四日市大学 千葉研究室

（R4年度～）
植物プランクトンの一次捕食者である動物プランクトンについて、個体数や優占種を把握するための調査を実施中
（Ｒ7年度から水産庁の事業として、国と県が連携して調査を実施）

8

第９次水質総量削減計画に基づく主な取組 （３）調査研究の推進

青太線は3mg/L境界線


